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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
お
け
る
「
結
社
の
自
由
」
と
争
議
行
為
・
素
描
（
山
田
） 

（

　
　
　）

二
〇
二

六
八
〇

一
．
は　

じ　

め　

に

　

ス
ト
ラ
イ
キ
は
労
働
者
と
労
働
組
合
に
と
っ
て
、
そ
の
労
働
条
件
を
維
持
、
改
善
す
る
た
め
の
最
大
に
し
て
最
後
の
手
段
で
あ
る
。
わ
が
国

で
は
憲
法
が
ス
ト
ラ
イ
キ
権
を
保
障
し
て
お
り
、
こ
と
さ
ら
ス
ト
ラ
イ
キ
そ
れ
自
体
が
権
利
で
あ
る
か
ど
う
か
を
論
じ
る
こ
と
は
少
な
い
。

　

し
か
し
国
際
規
範
を
見
る
と
ス
ト
ラ
イ
キ
権
を
明
確
に
規
定
し
て
い
る
も
の
は
少
な
い
。
国
際
労
働
機
関
（ILO

）
に
も
ス
ト
ラ
イ
キ
を
直

接
的
に
規
定
し
た
条
約
は
な
い
。
中
山
和
久
教
授
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
結
社
の
自
由
・
団
結
権
保
護
条
約
（
八
七
号
）、
団
結
権
・
団

体
交
渉
条
約
（
九
八
号
）
を
採
択
し
た
後
の
一
九
五
五
年
ご
ろ
で
も
「
ス
ト
ラ
イ
キ
」
は
あ
る
種
の
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
と
い
う（1
）。
し
か
し
こ
の

「
タ
ブ
ー
」
は
容
易
に
は
消
滅
せ
ず
、
一
九
八
九
年
と
一
九
九
二
年
に
条
約
・
勧
告
適
用
専
門
家
委
員
会
で
、
使
用
者
グ
ル
ー
プ
が
ス
ト
ラ
イ
キ

権
に
関
す
る
事
例
の
扱
い
を
拒
否
す
る
と
い
う
「
事
件
」
が
発
生
し
、
問
題
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
内
の
機
構
の
役
割
に
関
す
る
議
論
に
ま
で
発
展
し
た（2
）。

　

世
界
規
模
で
み
れ
ば
ス
ト
ラ
イ
キ
権
を
規
定
す
る
憲
法
を
も
つ
国
は
相
当
数
に
上
る
が
、
国
際
規
範
と
し
て
ス
ト
ラ
イ
キ
権
を
規
定
し
た
も

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
お
け
る
「
結
社
の
自
由
」
と
争
議
行
為
・
素
描

│
│H

olship

事
件
判
決
を
契
機
に
│
│

山　
　

田　
　
　
　
　

晋
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二
〇
一

六
七
九

の
は
少
な
い
。
国
際
規
範
の
文
言
上
、
ス
ト
ラ
イ
キ
権
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ス
ト
ラ
イ
キ
が
基
本
的
権
利
で
あ
る
こ
と

は
「
国
際
標
準
」
で
あ
り
、
ス
ト
ラ
イ
キ
権
は
国
際
慣
習
法
（custom

ary international law

）
で
も
あ
る（3
）。

　

条
約
等
に
「
ス
ト
ラ
イ
キ
権
」
の
文
言
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ス
ト
ラ
イ
キ
権
が
基
本
的
権
利
と
し
て
国
際
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
「
仕

組
み
」
は
、
基
本
的
権
利
と
し
て
反
論
が
な
い
ほ
ど
に
確
立
さ
れ
て
い
る
権
利
―
具
体
的
に
は
「
階
級
と
い
う
よ
う
な
国
家
と
個
人
の
い
わ
ば

中
間
に
社
会
集
団
が
独
自
の
秩
序
に
よ
っ
て
存
立
す
る
こ
と
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
市
民
社
会
の
思
考
方
法（4
）」
に
対
し
て
、
労
働
者
と
そ
の
組

織
の
不
断
の
抵
抗
に
よ
り
勝
ち
と
っ
た
「
結
社
の
自
由
」
に
、
ス
ト
ラ
イ
キ
権
を
内
包
さ
せ
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
歴
史
的
に
「
結

社
の
自
由
」
の
主
要
な
対
象
は
労
働
組
合
で
あ
っ
た
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
採
用
し
て
い
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
「
仕
組
み
」
で
あ
る
。
例
え
ば
条
約
・
勧

告
適
用
専
門
家
委
員
会
は
一
九
九
四
年
の
「
包
括
報
告
」
で
「
本
委
員
会
は
ス
ト
ラ
イ
キ
の
権
利
は
八
七
号
条
約
で
保
護
さ
れ
て
い
る
組
織
の

自
由
（the right to organize

）
の
本
質
的
な
帰
結
（an intrinsic corollary

）
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
な
立
場
を
確
認
し
て
い
る
」（
パ
ラ
グ

ラ
フ
一
五
一
）
と
強
調
し
て
い
る（5
）。

　

一
般
的
な
国
際
法
規
に
お
け
る
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
典
型
的
事
例
と
し
て
、「
人
権
と
基
本
的
自
由
の
保
護
の
た
め
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約

（C
onvention for the Protection of H

um
an R

ights and Fundam
ental Freedom

s

）」（
以
下
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
）
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
は
一
九
四
九
年
五
月
に
結
成
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
（C

ouncil of E
urope

）
が
翌
年
に
採
択
し

た
条
約
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
ス
ト
ラ
イ
キ
権
の
規
定
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
「
結
社
の
自
由
」
と
争
議
行
為
の

「
扱
い
」
の
変
遷
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
は
近
時
、
注
目
を
浴
び
て
い
るH

olship

事
件
判
決
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
「
結
社

の
自
由
」
条
項
と
争
議
権
の
判
決
の
流
れ
を
素
描
す
る（6
）。
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
お
け
る
「
結
社
の
自
由
」
と
争
議
行
為
・
素
描
（
山
田
） 

（

　
　
　）

二
〇
〇

六
七
八

　

二
〇
二
二
年
三
月
末
に
、
上
谷
均
教
授
と
矢
部
恒
夫
教
授
は
定
年
に
よ
り
広
島
修
道
大
学
法
学
部
、
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
学
部
を
そ
れ
ぞ
れ

退
職
さ
れ
る
。
上
谷
教
授
は
民
法
、
矢
部
教
授
は
労
働
法
に
お
い
て
、
法
学
部
、
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
学
部
、
法
科
大
学
院
で
の
研
究
と
教
育

に
多
大
の
貢
献
を
な
さ
れ
た
。
拙
い
も
の
で
は
あ
る
が
本
稿
は
両
教
授
か
ら
の
ご
学
恩
に
対
す
る
筆
者
の
誠
に
さ
さ
や
か
な
御
礼
で
あ
る
。

　

特
に
矢
部
教
授
と
は
研
究
領
域
が
近
く
様
々
な
ご
教
示
を
頂
い
た
。
労
働
法
の
み
な
ら
ず
フ
ラ
ン
ス
法
や
国
際
動
向
に
つ
い
て
も
勉
強
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
。
例
え
ば
、
矢
部
先
生
の
「
Ｉ
Ｌ
Ｏ
第
1
号
条
約
に
想
う
こ
と
」『
修
道
法
学
』
四
〇
巻
二
号
（
二
〇
一
八
年
）
は
さ
ら
り
と
重

要
な
指
摘
を
ふ
く
む
矢
部
流
の
論
稿
で
あ
る
。
先
生
と
初
め
て
お
会
い
し
た
の
は
三
〇
年
前
に
パ
リ
で
の
国
際
労
働
法
社
会
保
障
学
会
（
当
時

は
「
社
会
保
障
法4

」
で
は
な
か
っ
た
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
議
に
お
い
て
だ
っ
た
。
在
外
研
究
で
フ
ラ
ン
ス
に
滞
在
中
の
教
授
は
、
会
場
で
も
、
勝

手
知
っ
た
る
わ
が
パ
リ
―
と
颯
爽
と
動
き
ま
わ
っ
て
お
ら
れ
た
。
遠
い
昔
の
思
い
出
で
あ
る
。

　

両
教
授
の
ご
健
康
と
さ
ら
な
る
ご
活
躍
を
祈
念
し
て
や
ま
な
い
。

（
1
）　

中
山
和
久
『
Ｉ
Ｌ
Ｏ
と
労
働
基
本
権
』
日
本
評
論
新
社
（
一
九
六
三
年
）、
と
く
に
「
第
二
章　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
と
争
議
権
」
四
六
頁
以
下
、
参
照
。
他
に

中
山
教
授
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
と
労
働
権
に
関
し
て
は
、
中
山
『
ス
ト
ラ
イ
キ
権
』
岩
波
書
店
（
一
九
七
七
年
）、
同
『
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
と
日
本
』
岩
波
書
店

（
一
九
八
三
年
）、
同
編
著
『
教
材
国
際
労
働
法
』
三
省
堂
（
一
九
九
八
年
）、
参
照
。

（
2
）　

使
用
者
側
の
主
張
を
端
的
に
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、International O

rganisation of E
m

ployers, D
O

 ILO
 C

O
N

V
E

N
T

IO
N

S 87 A
N

D
 98 

R
E

C
O

G
N

ISE
 A

 R
IG

H
T

 T
O

 ST
R

IK
E

?, The G
lobal Voice of B

usiness, 2014 .　

労
働
側
の
主
張
と
し
て
、International T

rade U
nion C

on-

federation (IT
U

C
), T

H
E

 R
IG

H
T

 T
O

 ST
R

IK
E

 A
N

D
 T

H
E

 ILO
: T

H
E

 LE
G

A
L FO

U
N

D
A

T
IO

N
S, IT

U
C

, 2014 .

　

C
laire La H

ovary, Show
dow

n at the ILO
? A

 H
istorical Perspective on the E

m
ployers G

roup ’s 2012  C
hallenge to the R

ight to 

Strike, Industrial Law
 Journal, Vol. 42 , no. 4 , 2008 , 338 ; Janice R

. B
ellace, T

he ILO
 and the right to strike, International Labour 

R
eview

, vol. 153 , no. 1 , 2014 , 29 ; Jeffrey S Vogt, T
he R

ight to Strike and the International Labour O
rganization (ILO

), K
ing’s Law
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一
九
九

六
七
七

Journal, vol. 27 . no. 1 , 2016 , 110 ; D
iane F. Frey, C

onflict over C
onflict: T

he R
ight to Strike in International Law

, G
lobal Labour Jour-

nal, vol. 8 , no. 1 , 2017 , 1 ; C
laudia H

ofm
ann and N

orbert Schuster, G
lobal Labour U

niversity (G
LU

) W
orking Paper N

o. 40 It ain’t over 

‘til it’s over: the right to strike and the m
andate of the ILO

 C
om

m
ittee of E

xperts revisited, ILO
, G

LU
, 2016

な
ど
参
照
。

（
3
）　U

N
 R

eport of the Special R
apporteur on the rights to freedom

 of peaceful assem
bly and of association to U

N
 G

eneral A
ssem

bly 

(A
/71

/385 ), 2016 , Paragraph 56 .

（
4
）　

沼
田
稲
次
郎
「
争
議
権
の
根
拠
と
法
理
念
」『
沼
田
稲
次
郎
著
作
集
四
巻　

労
働
争
議
権
論
』
労
働
旬
報
社
（
一
九
七
六
年
）
九
頁
以
下
所
収
、
九

頁
。

（
5
）　International Labour C

onference 81 st Session 1994 , R
eport III (Part 4B

) R
eport of the C

om
m

ittee of E
xperts on the A

pplication of 

C
onventions and R

ecom
m

endations-G
eneral Survey, 1994 , p. 66 , Paragraph 151 .

（
6
）　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
と
労
働
権
に
関
し
て
は
、V

irginia M
antouvalou, Labour R

ights in the E
uropean C

onvention on H
um

an R
ights: 

A
n Intellectual Justification for an Integrated A

pproach to Interpretation, H
um

an R
ights Law

 R
eview

, vol. 13 , no. 3 , 2013 , 529 ; C
hara-

lam
pos Stylogiannis, T

H
E

 PR
O

T
E

C
T

IO
N

 O
F T

H
E

 R
IG

H
T

 T
O

 ST
R

IK
E

 U
N

D
E

R
 T

H
E

 E
U

R
O

PE
A

N
 C

O
N

V
E

N
T

IO
N

 O
N

 H
U

M
A

N
 

R
IG

H
T

S, U
C

L Journal of Law
 and Jurisprudence, vo. 6 , no. 1 , 2017 , 142 ; K

alina A
rabadjieva, W

orker E
m

pow
erm

ent, C
ollective 

Labour R
ights and A

rticle 11  of the E
uropean C

onvention on H
um

an R
ights, H

um
an R

ights Law
 R

eview
, vol. 13 , no. 3 , 2021 , 1 .

二
．
ス
ト
ラ
イ
キ
権
に
つ
い
て
の
国
際
法
規（1
）

　

前
述
の
と
お
り
、
ス
ト
ラ
イ
キ
権
を
規
定
し
て
い
る
国
際
法
規
は
極
め
て
少
な
い
。
世
界
人
権
規
約
の
よ
う
な
法
的
拘
束
力
が
問
題
と
な
ら

な
い
よ
う
な
規
範
で
あ
っ
て
も
、
ス
ト
ラ
イ
キ
権
へ
の
言
及
は
な
い
。

　

い
っ
ぽ
う
で
世
界
人
権
宣
言
に
法
的
拘
束
力
を
も
た
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
「
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規

約
（International C

ovenant on E
conom

ic, Social and C
ultural R

ights

）（
社
会
権
規
約
、
Ａ
規
約
）」
で
は
八
条
に
ス
ト
ラ
イ
キ
の
権
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
お
け
る
「
結
社
の
自
由
」
と
争
議
行
為
・
素
描
（
山
田
） 

（

　
　
　）

一
九
八

六
七
六

利
（right to strike

）
を
明
確
に
規
定
し
て
い
る
。
国
際
規
範
に
あ
っ
て
は
例
外
的
と
も
い
え
る
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
が
採
択
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
も
ス
ト
ラ
イ
キ
権
に
関
す
る
規
定
は
な
い
。
本
稿
で
対
象
と
す
る
の
は
一
一
条

「
結
社
の
自
由
」
の
規
定
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
一
一
条
は
以
下
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

「
集
会
お
よ
び
結
社
の
自
由

1　

す
べ
て
の
者
は
、
平
和
的
な
集
会
の
自
由
お
よ
び
結
社
の
自
由
に
つ
い
て
の
権
利
を
有
す
る
。
こ
の
権
利
に
は
、
自
己
の
利
益
の
保
護
の

た
め
に
労
働
組
合
を
結
成
し
お
よ
び
こ
れ
に
加
入
す
る
権
利
を
含
む
。

2　

前
項
の
権
利
の
行
使
に
つ
い
て
は
、
法
律
で
定
め
る
制
限
で
あ
っ
て
、
国
の
安
全
も
し
く
は
公
共
の
安
全
、
無
秩
序
も
し
く
は
犯
罪
の
防

止
の
た
め
、
健
康
も
し
く
は
道
徳
の
保
護
の
た
め
、
ま
た
は
他
の
者
の
権
利
お
よ
び
自
由
の
保
護
の
た
め
に
、
民
主
的
社
会
に
お
い
て
必
要
な

も
の
以
外
の
い
か
な
る
制
限
も
課
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
条
の
規
定
は
、
国
の
軍
隊
、
警
察
ま
た
は
行
政
機
関
の
構
成
員
に
よ
る
前
項
の
権

利
の
行
使
に
対
し
て
合
法
的
な
制
限
を
課
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。」

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
が
こ
の
条
約
か
ら
一
一
年
後
に
採
択
し
た
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
憲
章
（E

uropean Social C
harter

）」
で
は
「
利
益
が

衝
突
す
る
場
合
の
（in cases of conflicts of interest
）
労
使
双
方
の
団
体
行
動
（collective action

）
に
対
す
る
権
利
」
と
し
て
「
ス
ト
ラ

イ
キ
を
含
む
」（
六
条
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る（2
）。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
（E

U

）
の
レ
ベ
ル
で
は
一
九
八
九
年
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
労
働
者
の
基
本
的
社
会
権
憲
章
（T

he C
om

m
unity 

C
harter of the Fundam

ental Social R
ights of W

orkers

）」
が
ほ
ぼ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
憲
章
と
同
様
の
条
文
で
ス
ト
ラ
イ
キ
に
対
す
る
権

利
を
規
定
し
て
い
る
。

　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
八
七
号
条
約
は
、
事
前
の
許
可
な
し
に
労
働
組
合
を
結
成
し
労
働
者
の
加
入
す
る
権
利
を
認
め
て
い
る
が
（
二
条
）、
ス
ト
ラ
イ
キ
権
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一
九
七

六
七
五

に
直
接
的
に
言
及
し
た
規
定
は
な
い
。
ス
ト
ラ
イ
キ
権
に
つ
い
て
は
、
三
条
が
労
働
組
合
に
「
そ
の
管
理
及
び
活
動
に
つ
い
て
定
め
、
並
び
に

そ
の
計
画
を
策
定
す
る
権
利
」
を
認
め
て
い
る
点
を
根
拠
に
、
条
約
勧
告
適
用
専
門
家
委
員
会
、「
結
社
の
自
由
」
委
員
会
な
ど
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
監
視

機
構
が
、
ス
ト
ラ
イ
キ
権
を
国
際
労
働
法
と
し
て
見
出
す
判
例
法
が
確
立
し
て
い
る
。

（
1
）　Jorge A

ndres Leyton G
arcia, TH

E
 RIG

H
T

 TO
 STRIK

E
 A

S A
 FU

N
D

A
M

E
N

TA
L H

U
M

A
N

 R
IG

H
T

: RE
C

O
G

N
ITIO

N
 A

N
D

 LIM
ITA

-

T
IO

N
S IN

 IN
T

E
R

N
A

T
IO

N
A

L LAW
, R

evista C
hilena de D

erecho, vol. 44 , no. 3 , 2017 , 781 .

参
照
。

（
2
）　
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
憲
章
」
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
権
に
つ
き
、E

rika K
ovács, T

H
E

 R
IG

H
 T

O
 ST

R
IK

E
 IN

 T
H

E
 E

U
R

O
PE

A
N

 SO
C

IA
L 

C
H

A
R

T
E

R
, C

om
parative Labor Law

 &
 Policy Journal, Vol. 26 , 2005 , 445 .

三
．
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
「
結
社
の
自
由
」
と
争
議
行
為

（
一
）
ス
ト
ラ
イ
キ
権
を
一
一
条
に
含
め
な
い
時
代

　

一
九
七
〇
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
解
釈
に
お
い
て
、
労
組
の
活
動
に
は
消
極
的
で
あ
り
、
団
結
権

を
厳
格
に
解
釈
し
拡
大
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
例
え
ばN

ational U
nion B

elgian Police v. B
elgium

事
件
判
決
（27  O

ctober 1975 , 

Series A
 no. 19

）
で
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
一
一
条
一
項
は
、
労
働
組
合
の
自
由
（trade union freedom

）
は
「
結
社
の
自
由
」
の
ひ

と
つ
の
形
態
あ
る
い
は
特
別
な
観
点
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
一
一
条
は
労
働
組
合
や
そ
の
構
成
員
に
い
か
な
る
特
別
な
取
り
扱
い
を
も

保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
」（
パ
ラ
グ
ラ
フ
三
八
）
と
判
示
し
て
い
る
。
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
お
け
る
「
結
社
の
自
由
」
と
争
議
行
為
・
素
描
（
山
田
） 

（

　
　
　）

一
九
六

六
七
四

（
二
）
ス
ト
ラ
イ
キ
権
を
一
一
条
に
含
め
る
時
代
│
労
働
権
の
高
揚
期

①D
em

ir
事
件
判
決
以
前

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
変
化
の
兆
し
は
、
二
〇
〇
二
年
のU

N
ISO

N
 v. the U

nited K
ingdom

事
件
判
決
（no. 53574

/99 , E
C

H
R

 

2002 -I

）
に
見
ら
れ
た
。
事
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
ス
ト
ラ
イ
キ
権
に
対
す
る
制
限
自
体
は
、
条
約
一
一
条
二
項
の
「
民
主
的
社
会
の
必
要

性
（necessary in a dem

ocratic society

）」
の
ゆ
え
に
正
当
化
さ
れ
条
約
に
反
し
な
い
と
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は

ス
ト
ラ
イ
キ
の
権
利
に
対
す
る
い
か
な
る
制
約
（constraint

）
も
条
約
一
一
条
一
項
の
下
で
組
合
員
の
利
益
を
保
護
す
る
労
働
組
合
の
権
限
に

対
す
る
抑
制
（restriction

）
と
み
な
さ
れ
る
と
判
示
し
た
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
三
九
）。

　

さ
ら
に
大
法
廷
も
こ
の
流
れ
を
継
承
し
た
。U
N

ISO
N

事
件
判
決
の
半
年
後
に
下
さ
れ
たW

ilson, N
ational U

nion of Journalists and 

O
thers v. the U

nited K
ingdom

事
件
判
決
（nos. 30668

/96  and 2  others, E
C

H
R

 2002 -V

）
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
権
に
関
す
る
事
件
で
は

な
く
、
使
用
者
に
よ
る
組
合
員
へ
の
あ
る
種
の
「
切
り
崩
し
」
の
事
例
で
あ
っ
た
が
、
ス
ト
ラ
イ
キ
権
は
団
体
交
渉
を
使
用
者
に
強
制
す
る
た

め
の
必
須
の
代
替
方
法
で
あ
る
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
承
認
し
た
の
で
あ
る
。

②D
em

ir

事
件
判
決（1
）

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
と
ス
ト
ラ
イ
キ
権
と
の
関
係
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
転
換
点
と
な
っ
た
の
は
二
〇
〇
八
年
のD

em
ir 

and B
aykara v. T

urkey

事
件
判
決
（﹇G

C

﹈, no. 34503
/97 , E

C
H

R
 2008

）
で
あ
る
。
こ
の
判
決
で
人
権
条
約
一
一
条
の
「
結
社
の
自
由
」

に
団
体
交
渉
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
「
結
社
の
自
由
」
が
、
労
働
組
合
を
結
成
す
る
権
利
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
・

シ
ョ
ッ
プ
協
定
の
禁
止
、
組
合
員
の
利
益
の
た
め
に
労
組
が
使
用
者
を
説
得
し
労
組
の
主
張
を
聴
か
せ
る
権
利
、
そ
し
て
原
則
的
に
団
体
交
渉
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一
九
五

六
七
三

の
権
利
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
判
示
し
た
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
四
五
、
一
五
四
）。

　

D
em

ir
事
件
判
決
の
特
色
は
、「
統
合
的
ア
プ
ロ
ー
チ
（integrated approach

）」
と
呼
ば
れ
る
手
法
を
一
一
条
の
解
釈
に
用
い
た
こ
と
で

あ
る（2
）。
こ
れ
は
条
文
が
「
死
せ
る
文
書
」
と
な
る
の
を
避
け
、「
生
き
て
い
る
道
具
（living instrum

ent

）」
と
な
る
た
め
に
、
社
会
変
化
や
他

の
国
際
法
規
に
照
ら
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
一
一
条
を
解
釈
す
る
と
い
う
手
法
で
あ
る
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
四
六
）。

　

事
件
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。D

em
ir

氏
とB

aykara

氏
が
属
す
る
ト
ル
コ
公
務
員
組
合
は
地
方
自
治
体
と
労
働
協
約
を
締
結
し
て

い
た
が
、
当
局
は
そ
の
義
務
を
懈
怠
し
た
た
め
、
両
氏
が
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
一
審
で
は
両
氏
が
勝
訴
し
た
が
、
二
審
で
は
ト
ル
コ
公
務
員
組

合
は
国
内
法
で
労
働
協
約
を
締
結
す
る
権
限
が
な
い
と
判
示
し
、
両
氏
は
敗
訴
し
た
。
破
棄
院
で
も
同
様
の
理
由
でD

em
ir

氏
とB

aykara

氏

は
敗
訴
し
た
た
め
、
両
氏
が
ト
ル
コ
政
府
は
労
働
組
合
を
結
成
す
る
権
利
と
団
体
交
渉
を
す
る
権
利
の
行
使
を
拒
む
こ
と
に
よ
っ
て
人
権
条
約

一
一
条
に
違
反
し
て
い
る
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
に
提
訴
し
た
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
全
員
一
致
で
ト
ル
コ
政
府
が
条
約
一
一
条
に
違
反
し
て
い
る
と
判
決
し
た
。
す
な
わ
ち
ト
ル
コ
政
府
は
、
労
働

組
合
を
結
成
す
る
権
利
を
侵
害
し
労
働
協
約
の
破
棄
に
よ
っ
て
、
地
方
公
務
員
と
し
て
申
し
立
て
人
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
権
裁
判
所
は
団
体
交
渉
が
人
権
条
約
一
一
条
の
固
有
の
特
徴
（inherent feature

）
で
あ
る
と
も
判
示
し
た
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
八
三
）。

　

D
em

ir 

事
件
判
決
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
そ
の
後
のE

nerji Yapı-Yol Sen v. T
urkey

事
件
判
決
（no. 68959

/01 , 21  A
pril 2009

）
で
更
に
展

開
す
る
。
公
務
セ
ク
タ
ー
で
雇
用
さ
れ
て
い
た
個
人
が
、
団
体
交
渉
の
権
利
を
守
る
た
め
に
組
織
さ
れ
た
全
国
的
な
一
日
ス
ト
に
参
加
す
る
こ

と
を
禁
止
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
巡
る
事
件
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
はD

em
ir

事
件
判
決
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
従
っ
て
、
労
働
組
合

に
そ
の
関
心
を
表
明
す
る
こ
と
を
認
め
る
「
ス
ト
ラ
イ
キ
行
為
」
は
、
組
合
員
の
利
益
を
保
護
す
る
に
あ
た
っ
て
、
必
須
の
特
徴
で
あ
る
と
繰

り
返
し
述
べ
、
ス
ト
ラ
イ
キ
権
は
一
一
条
の
保
護
範
囲
に
あ
る
と
し
た
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
二
四
）。
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
お
け
る
「
結
社
の
自
由
」
と
争
議
行
為
・
素
描
（
山
田
） 

（

　
　
　）

一
九
四

六
七
二

③
労
働
権
の
下
降
期

　

D
em

ir
事
件
判
決
と
そ
れ
を
継
承
し
たE

nerji Yapı-Yol Sen

事
件
判
決
な
ど
で
示
さ
れ
た
労
働
組
合
の
権
利
の
拡
大
の
傾
向
は
、
五
年
後

のN
ational U

nion of R
ail, M

artine and T
ransport W

orkers v. T
he U

nited K
ingdom

事
件
判
決
（no. 31045

/10 , E
C

H
R

 2014 .

以

下
、R

T
M

事
件
判
決
と
表
記
す
る
）
で
揺
り
戻
さ
れ
る（3
）。

　

事
件
は
ス
ト
ラ
イ
キ
実
施
前
に
必
要
と
さ
れ
る
複
雑
な
投
票
に
関
す
る
条
項
と
、
二
次
ス
ト
ラ
イ
キ
あ
る
い
は
連
帯
ス
ト
（solidarity strike

）

の
一
律
禁
止
に
関
す
る
問
題
を
含
む
も
の
だ
っ
た
。

　

ス
ト
前
の
告
知
は
不
法
行
為
責
任
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
が
、
鉄
道
・
海
運
・
輸
送
組
合
は
、
労
働
争
議
を
抑
制
す
る
差
し
止
め

命
令
の
付
与
を
争
う
こ
と
と
し
た
。
問
題
は
組
合
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
投
票
の
告
知
を
怠
っ
た
点
に
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
で
使
用
者
は
ス
ト

ラ
イ
キ
の
差
し
止
め
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。
組
合
は
最
初
の
告
知
の
不
作
為
を
是
正
し
、
再
投
票
の
の
ち
、
改
め
て
使
用
者
に
告
知
し
た
。

　

裁
判
所
は
こ
の
申
し
立
て
は
あ
き
ら
か
に
不
適
切
で
あ
る
と
し
、
ス
ト
ラ
イ
キ
に
関
す
る
限
り
、
組
合
は
抑
制
さ
れ
て
い
な
い
と
判
断
し
た
。

組
合
は
い
か
な
る
損
失
も
被
っ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ゆ
え
人
権
条
約
一
一
条
違
反
は
生
じ
て
い
な
い
と
判
決
し
た
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
四
五
）。

　

ま
た
裁
判
所
は
、
争
議
行
為
は
人
権
条
約
一
一
条
が
保
証
す
る
「
必
須
の
要
素
」
の
地
位
に
は
な
い
と
判
示
し
た
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
八
四
）。

④R
T

M

事
件
判
決
の
系
譜

　

R
TM

事
件
判
決
の
系
譜
と
い
え
る
判
決
が
そ
の
後
、
続
く
。
国
家
公
務
員
で
あ
る
医
療
従
事
者
や
自
然
科
学
系
の
研
究
者
な
ど
が
組
織
す
る

労
組
で
あ
る
「
学
術
連
盟
」
の
ス
ト
ラ
イ
キ
に
対
す
る
ス
ト
禁
止
法
を
巡
るA

ssociation of A
cadem

ics v. Iceland

事
件
判
決
（no. 2451

/16 , 

15  M
ay 2018

）
は
、
従
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
例
法
理
を
確
認
し
た
う
え
で
、
労
組
の
主
張
を
退
け
た
。
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一
九
三

六
七
一

　

い
っ
ぽ
う
ロ
シ
ア
鉄
道
労
働
組
合
の
決
定
に
よ
り
ス
ト
ラ
イ
キ
を
行
っ
た
組
合
員
に
対
す
る
ロ
シ
ア
の
ス
ト
禁
止
法
違
反
に
よ
る
解
雇
を
巡

る
事
件
に
つ
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
条
約
一
一
条
違
反
が
あ
る
と
し
て
、
申
し
立
て
人
に
金
銭
補
償
を
命
じ
た
（O

gnevenko v. 

R
ussia, no. 44873

/09 , 20  N
ovem

ber 2018

）。

（
1
）　K

. D
. E

w
ing and John H

endy, T
he D

ram
atic Im

plications of D
em

ir and B
ayakara, Industrial Law

 Journal, Vol. 39 , no. 1 , 2010 , 2 .

（
2
）　V

irginia M
antouvalou, Labour Rights in the E

uropean C
onvention on H

um
an Rights: A

n Intellectual Justification for an Integrated 

A
pproach to Interpretation, H

um
an R

ights Law
 R

eview
, vol. 13 , no. 3 , 2013 , 529 .

（
3
）　A

lan B
ogg and K

. D
. E

ving, T
he Im

plications of the R
M

T
 C

ase, Industrial Law
 Journal, Vol. 43 , no. 3 , 2014 , 221 .

四
．H

olship

事
件
判
決

（
一
）
事
実
の
概
要

　

ノ
ル
ウ
ェ
ー
運
輸
労
働
者
組
合
（N

orsk transportarbeiderforbund　

N
T

F ”

以
下
、
運
輸
労
組
）
は
、「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
労
働
組
合
連
合

（the N
orw

egian C
onfederation of T

rade U
nions; Landsorganisasjonen i N

orge　

以
下“LO

”

）」
の
傘
下
に
あ
る
労
組
で
あ
る
。
こ

の
二
つ
の
組
織
は
、「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
企
業
連
盟
（the C

onfederation of N
orw

egian E
nterprise; N

æ
ringslivets hovedorganisasjon　

N
H

O

）」
と
労
働
協
約
を
締
結
し
て
お
り
、
港
湾
労
働
の
賃
金
制
度
に
つ
い
て
「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
倉
庫
・
貨
物
業
連
盟
（the N

orw
egian Logis-

tics and Freight A
ssociation N

H
O

 logistikk og transport

）」
と
労
働
協
約
を
締
結
し
て
い
る
。
上
記
協
約
は
、
港
湾
労
働
者
に
一
九
七

三
年
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
港
湾
労
働
条
約
（
一
三
七
号
条
約
）（D

ock W
ork C

onvention
）
が
規
定
す
る
諸
権
利
を
保
障
し
て
い
る
。

　

協
定
に
し
た
が
っ
て
、
港
湾
労
働
者
の
管
理
と
、
適
切
な
港
湾
労
働
者
を
所
属
さ
せ
る
た
め
に
、D

ram
m

en

港
の
港
湾
労
働
の
た
め
の
管



─　　─65

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
お
け
る
「
結
社
の
自
由
」
と
争
議
行
為
・
素
描
（
山
田
） 

（

　
　
　）

一
九
二

六
七
〇

理
事
務
局
（the A

dm
inistration O

ffice for D
ock W

ork in D
ram

m
en; A

dm
inistrasjonskontoret for havnearbeid i D

ram
m

en

）
が

設
立
さ
れ
て
い
る
。
管
理
事
務
局
は
、
三
名
の
利
用
者
代
表
と
二
名
の
港
湾
労
働
者
の
代
表
か
ら
な
る
理
事
会
で
運
営
さ
れ
て
い
る
。
す
べ
て

の
無
期
雇
用
の
港
湾
労
働
者
は
管
理
事
務
局
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
。H

olship

社
はD

ram
m

en

港
に
本
拠
を
置
く
、
貨
物
運
送
会
社
（freight 

forw
arding

）
で
あ
る
。
同
社
は
「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
企
業
連
盟
（N

H
O

）」
に
も
「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
倉
庫
・
貨
物
業
連
盟
」
に
も
加
盟
し
て
い
な
い
。

二
〇
一
三
年
ま
で
同
社
は
、D

ram
m

en

港
で
荷
積
み
・
荷
お
ろ
し
が
必
要
な
と
き
に
は
管
理
事
務
局
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
た
。
二
〇

一
三
年
に
同
社
は
、
同
社
の
他
の
業
務
に
加
え
て
、
荷
積
み
・
荷
お
ろ
し
に
も
従
事
す
る
労
働
者
四
名
を
雇
用
し
た
。

　

運
輸
労
組
は
同
社
に
労
働
協
約
に
加
わ
る
よ
う
に
書
簡
を
送
っ
た
が
、
同
社
か
ら
の
返
信
は
な
か
っ
た
。

　

二
〇
一
三
年
六
月
一
一
日
に
運
輸
労
組
は
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
調
停
庁
（N

ational M
ediator of N

orw
ay R

iksm
ekleren

）
に
お
け
る
任
意
の

仲
裁
手
続
き
の
後
にH

olship

社
に
対
し
て
、
荷
積
み
・
荷
お
ろ
し
業
務
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
告
知
す
る
書
簡
を
送
っ
た
。

　

運
輸
労
組
は
ボ
イ
コ
ッ
ト
法
に
基
づ
い
て
、
告
知
さ
れ
た
ボ
イ
コ
ッ
ト
が
適
法
で
あ
る
こ
と
の
宣
言
的
判
決
（an advance declaratory 

judgm
ent

）
を
求
め
て
地
方
裁
判
所
に
提
訴
し
た
。
二
〇
一
四
年
三
月
、
地
方
裁
判
所
は
ボ
イ
コ
ッ
ト
が
適
法
で
あ
る
こ
と
を
判
決
し
た
。H

ol-

ship

社
は
本
判
決
を
不
服
と
し
て
高
等
裁
判
所
に
提
訴
し
た
が
、
同
年
九
月
に
高
等
裁
判
所
は
地
方
裁
判
所
の
判
決
を
支
持
し
、
ボ
イ
コ
ッ
ト

は
適
法
で
あ
る
と
判
決
し
た
。

（
二
）
ノ
ル
ウ
ェ
ー
最
高
裁
の
判
決（1
）

　

H
olship

社
は
高
等
裁
判
所
の
判
決
を
不
服
と
し
て
最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た
。
最
高
裁
判
所
上
告
委
員
会
は
争
点
を
以
下
の
点
に
絞
っ
た
。

①
労
働
協
約
に
対
し
て
競
争
法
（com

petition law

）
の
適
用
可
能
性
、
②
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
地
域
協
定
（A

greem
ent on the E

uropean 
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一
九
一

六
六
九

E
conom

ic A
rea the E

E
A

 A
greem

ent, 

以
下
に E

E
A

協
定
）
三
一
条
の
下
で
の
「
経
営
の
自
由
（freedom

 of establishm
ent

）」
に
対
す

るH
olship

社
の
権
利
と
、
Ｅ
Ｅ
Ａ
協
定
三
一
条
と
Ｉ
Ｌ
Ｏ
一
三
七
号
条
約
の
関
係
の
点
で
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
違
法
な
も
の
と
な
る
か
ど
う
か
、

③
も
し
ボ
イ
コ
ッ
ト
が
「
経
営
の
自
由
」
に
反
す
る
も
の
な
ら
ば
、
Ｅ
Ｅ
Ａ
協
定
の
一
部
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
憲
法
一
〇
一
条
あ
る
い
は
人
権
条
約

一
一
条
に
反
す
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
の
諸
点
で
あ
る
。

　

ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
加
盟
国
で
は
な
い
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
由
貿
易
連
合
（the E

uropean Free T
rade A

ssociation 

E
FTA

）
で
あ
り
、
Ｅ
Ｅ
Ａ
協
定
の
一
部
に
は
参
加
し
て
い
る
。

　

ノ
ル
ウ
ェ
ー
最
高
裁
は
審
理
に
あ
た
り
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
由
貿
易
連
合
裁
判
所
（C

ourt of Justice of the E
uropean Free T

rade A
sso-

ciation (E
FTA

) States; the E
FTA

 C
ourt

）」
に
勧
告
的
意
見
（advisory opinion

）
を
求
め
た（2
）。

　

Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
裁
判
所
は
二
〇
一
六
年
の
判
決
で
以
下
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
た
（19  A

pril 2016  E
-14

/15  H
olship N

orge A
S v N

orsk 

T
ransportarbeiderforbund

）。
第
一
に
、
運
輸
労
組
も
管
理
事
務
局
も
港
湾
業
務
に
お
い
て
市
場
の
地
位
（m

arket position

）
を
得
る
こ

と
が
利
益
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
港
湾
労
働
者
の
労
働
条
件
の
維
持
と
い
う
労
働
組
合
の
役
割
を
超
え
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
要
素
も
持
っ
て
い
る
。

そ
し
て
管
理
事
務
局
は
他
の
グ
ル
ー
プ
と
の
関
係
で
み
れ
ば
、
労
働
者
の
集
団
と
い
う
少
数
の
グ
ル
ー
プ
を
保
護
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
ボ

イ
コ
ッ
ト
は
こ
の
状
況
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
他
の
グ
ル
ー
プ
が
荷
積
み
・
荷
降
ろ
し
業
務
を
実
施
す
る
の
を
妨
げ
、
使
用
者
が
労
働
協
約
に
属

し
て
る
と
し
た
ら
他
の
グ
ル
ー
プ
の
雇
用
さ
え
失
わ
せ
て
し
ま
う
。
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
裁
判
所
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
裁
判
所
（E

uropean C
ourt of 

Justice E
C

J

）
の
判
例
法
を
引
用
し
、H

olship

社
に
対
す
る
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
Ｅ
Ｅ
Ａ
協
定
が
保
証
す
る
「
企
業
の
自
由
」
の
侵
害
に
あ
た
る

と
し
た
。
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
お
け
る
「
結
社
の
自
由
」
と
争
議
行
為
・
素
描
（
山
田
） 

（

　
　
　）

一
九
〇

六
六
八

（
三
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
決

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
決
は
、
結
論
に
お
い
て
は
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
最
高
裁
判
所
の
判
断
を
支
持
す
る
も
の
だ
っ
た
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
が
他
の
労
働
争
議
と
同
様
に
人
権
条
約
一
一
条
の
問
題
で
あ
り
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
最
高
裁
判
所
が

当
該
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
違
法
と
し
制
約
を
付
加
し
た
こ
と
の
当
否
に
つ
い
て
、
同
条
二
項
で
課
さ
れ
る
制
約
に
該
当
す
る
か
を
検
討
す
る
。

　

加
盟
国
が
課
す
制
約
に
つ
い
て
は
、
①
加
盟
国
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
の
「
余
白
（m

argin of appreciation

）」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
、

②「
労
働
組
合
の
自
由
の
本
質
的
な
要
素
（essential elem
ent

）
に
影
響
す
る
制
約
」
は
認
め
ら
れ
な
い
―
と
い
う
二
つ
の
基
準
が
判
例
法
上

確
立
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
う
え
で
、
政
治
的
社
会
的
に
微
妙
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
加
盟
国
の
幅
広
い
「
余
白
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

「
余
白
の
広
が
り
に
つ
い
て
は
、
労
働
組
合
の
権
利
に
対
す
る
制
約
の
性
質
、
内
容
、
意
図
さ
れ
る
制
約
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
目
的
、
そ
し
て

そ
の
権
利
の
無
制
約
な
行
使
の
結
果
、
苦
し
め
ら
れ
る
他
の
人
の
競
合
す
る
権
利
と
利
益
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
」（
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
一
四
）。

　

ボ
イ
コ
ッ
ト
を
違
法
と
判
断
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
「
労
働
組
合
の
自
由
の
本
質
的
な
要
素
に
影
響
す
る
制
約
」
と
な
る
か
に
つ
い
て
は
、
ノ

ル
ウ
ェ
ー
最
高
裁
が
、
労
働
協
約
が
労
働
市
場
の
統
制
の
要
素
を
持
つ
こ
と
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
が
労
働
条
件
の
保
護
を
目
的
と
す
る
の
は
間
接
的

な
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
認
定
し
て
い
る
点
か
ら
、「
労
働
組
合
の
自
由
の
本
質
的
な
要
素
に
影
響
す
る
制
約
」
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
。

　

以
上
の
点
か
ら
本
件
で
ノ
ル
ウ
ェ
ー
最
高
裁
判
所
の
判
断
を
変
更
す
る
強
い
理
由
は
な
い
と
判
断
し
た
。

　

最
後
に
法
廷
は
、
国
内
裁
判
所
が
権
利
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
手
法
を
採
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
考
慮
す
べ
き
こ
と
を
以
下
の
と
お
り
付
言
し

て
い
る
。

　
「
Ｅ
Ｅ
Ａ
法
に
よ
っ
て
、
他
人
に
与
え
ら
れ
た
権
利
を
保
護
す
る
こ
と
は
、
条
約
一
一
条
下
の
権
利
に
対
す
る
抑
制
（restriction

）
を
正
当

化
す
る
。
し
か
し
目
的
達
成
の
た
め
の
団
体
行
動
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
最
高
裁
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
、
国
内
市
場
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一
八
九

六
六
七

の
自
由
（internal m

arket freedom

）
と
衝
突
す
る
。
地
裁
が
述
べ
た
よ
う
に
、
荷
積
み
・
荷
降
し
の
点
で
、
会
社
に
対
し
て
困
難
を
生
み

出
す
こ
と
、
そ
し
て
可
能
な
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
経
済
的
結
果
は
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
重
要
な
点
で
あ
る
。

　

ス
ト
ラ
イ
キ
権
が
説
得
の
権
利
を
含
ま
な
い
の
と
同
じ
よ
う
な
方
法
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
団
体
行
動
が
経
済
的
結
果
を
危
く
す
る
度
合
は
、
こ

れ
ゆ
え
一
一
条
の
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
下
で
の
「
比
例
均
衡
性
（proportionality

）」
の
分
析
に
お
い
て
、
決
定
的
な
考
慮
要
素
で
は
あ
り
え
な

い
。

　

Ｅ
Ｕ
法
あ
る
い
は
Ｅ
Ｅ
Ａ
法
下
の
義
務
を
遂
行
す
る
と
き
に
さ
え
、
締
結
当
事
者
は
一
一
条
の
権
利
に
付
加
さ
れ
る
抑
制
が
、
そ
れ
な
し
に

は
自
由
は
実
体
を
失
う
、
労
働
組
合
の
自
由
の
必
須
の
要
素
（essential elem

ent

）
に
影
響
を
与
え
な
い
―
と
い
う
こ
と
を
確
保
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
―
と
本
法
廷
は
判
断
す
る
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
一
七
）」。

　

さ
ら
に
「
第
二
に
、
国
内
法
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
国
内
裁
判
所
が
対
応
す
る
。
本
法
廷
は
、
国
内
裁
判
所
の
判
決
が
条
約
に
反
し
な
い
か

ど
う
か
を
確
認
す
る
。
組
合
が
出
し
た
証
拠
に
お
い
て
、
国
内
裁
判
所
が
、
条
約
下
の
権
利
が
、
Ｅ
Ｅ
Ａ
協
定
の
下
の
権
利
に
対
し
て
均
衡
を

と
る
と
ゆ
う
リ
ス
ク
が
あ
る
。

　

条
約
一
一
条
の
視
点
か
ら
、
Ｅ
Ｅ
Ａ
の
「
企
業
の
自
由
」
は
「
結
社
の
自
由
」
と
い
う
基
本
的
な
権
利
と
均
衡
の
と
れ
て
い
る
も
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
、
そ
れ
は
重
要
で
は
あ
る
が
、
条
約
一
一
条
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
2
の
下
で
の
「
比
例
均
衡
性
」
の
評
価
に
あ
た
っ
て
、
考
慮
に
入
れ

ら
れ
る
一
つ
の
要
素
に
す
ぎ
な
い
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
一
八
）」。

（
四
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
判
決
の
検
討

　

H
olship

事
件
判
決
で
検
討
を
要
す
る
の
は
、
第
一
に
ボ
イ
コ
ッ
ト
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
で
は
保
護
さ
れ
な
か
っ
た
点
と
、
第
二
に
は
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
お
け
る
「
結
社
の
自
由
」
と
争
議
行
為
・
素
描
（
山
田
） 

（

　
　
　）

一
八
八

六
六
六

「
企
業
の
自
由
」
が
比
較
考
量
に
あ
た
っ
て
は
、
最
優
先
す
る
も
の
で
は
な
く
、
単
な
る
考
慮
要
素
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
明
言
し
た
点
で
あ
ろ

う
。

　

H
olship

事
件
で
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
最
高
裁
は
、
判
決
に
あ
た
っ
て
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
裁
判
所
に
勧
告
的
意
見
を
求
め
た
。
Ｅ
Ｕ
法
を
体
現
し
た
Ｅ
Ｆ

Ｔ
Ａ
裁
判
所
は
こ
れ
に
対
し
て
、
本
件
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
Ｅ
Ｅ
Ａ
が
保
障
す
る
「
企
業
の
自
由
」
を
阻
害
し
て
お
り
違
法
で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ

を
受
け
て
ノ
ル
ウ
ェ
ー
最
高
裁
は
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
違
法
と
判
示
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、
こ
の
点
に
つ
き
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
最
高

裁
判
決
を
支
持
し
た
。
そ
の
理
由
は
ま
ず
国
内
法
に
つ
い
て
は
国
内
裁
判
所
が
判
断
す
る
の
が
役
割
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
裁
判
所
は
Ｅ
Ｕ
法
の
判
例
を
重
視
し
て
お
り
、
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
が
ス
ト
ラ
イ
キ
権
に
消
極
的
で
あ
っ
たV

iking

事
件
判
決
（C

-438
/05  

International T
ransport W

orkers ’ Federation and Finnish Seam
en ’s U

nion v. V
iking Line Judgem

ent 11  D
ecem

ber 2007

）
と

Laval

事
件
判
決
（C

ase C
-341

/05  Laval v. Svenska B
yggnadsarbetareförbundet Judgem

ent 18  D
ecem

ber 2007

）
に
依
拠
し
て

い
た（3
）。

　

V
iking

事
件
で
は
便
宜
置
籍
船
（Flag of C

onvenience Vessels FO
C

）
に
反
対
す
る
国
際
運
輸
労
働
組
合
（ITW

F

）
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

海
員
組
合
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
四
三
条
の
「
企
業
の
自
由
」
に
抵
触
す
る
か
が
争
わ
れ
た
。
判
決
は
、
労
働
組
合
の
活
動

も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
四
三
条
に
服
す
る
と
し
て
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
違
法
と
し
た
。

　

Laval

事
件
は
派
遣
労
働
者
の
賃
金
に
関
す
る
労
使
交
渉
の
決
裂
に
よ
り
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
建
設
土
木
事
業
労
働
組
合
が
指
揮
し
た
事
業
所
封
鎖

（blockade

）
の
是
非
が
争
点
と
な
っ
た
。

　

Ｅ
Ｕ
法
を
重
視
す
る
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
裁
判
所
の
判
断
に
依
拠
す
る
国
内
法
の
判
決
を
尊
重
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
断
枠
組
み
で
ゆ
け

ば
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
・
物
・
サ
ー
ビ
ス
の
自
由
移
動
を
基
礎
に
お
く
Ｅ
Ｕ
法
の
原
理
に
支
配
さ
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一
八
七

六
六
五

れ
る
こ
と
に
な
り
、
ス
ト
ラ
イ
キ
な
ど
の
労
働
争
議
が
保
護
さ
れ
る
局
面
は
極
め
て
限
定
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
ス
ト
ラ
イ
キ
と
ボ
イ
コ
ッ
ト
と
の
差
を
裁
判
所
は
意
識
し
て
い
た
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
最
高
裁
は
か
つ
て
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
事
件

で
こ
れ
を
積
極
的
に
判
断
し
て
い
た
（Port of Sola case; see R

t. 1997  page [334 , 337 ]

）。

　

第
一
の
点
だ
け
で
あ
れ
ば
、H

olship

事
件
判
決
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
「
振
り
子
」
が
右
に
揺
れ
た
だ
け
の
話
で
あ
る
が
、
労

使
と
も
に
こ
の
判
決
に
注
目
し
た
の
は
、
法
廷
が
、
労
組
の
争
議
行
為
と
経
営
の
自
由
を
比
較
考
量
す
る
の
に
一
定
の
提
言
を
し
た
点
に
あ
る
。

　

問
題
と
な
る
の
は
、「
企
業
の
自
由
」
は
「
結
社
の
自
由
」
と
の
関
係
で
、「
そ
れ
は
重
要
で
は
な
る
が
、
条
約
一
一
条
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
2
の

下
で
の
「
比
例
均
衡
性
」
の
評
価
に
あ
た
っ
て
、
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
一
つ
の
要
素
に
す
ぎ
な
い
。」（
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
一
八
）
と
し
た
点
で
あ

る
。

　

判
決
後
、
労
働
団
体
は
こ
の
部
分
を
最
大
に
評
価
し
、
経
営
側
は
警
戒
を
抱
い
て
い
る（4
）。「
企
業
の
自
由
」
と
「
結
社
の
自
由
」
の
単
純
な
比

較
考
量
で
は
な
く
、「
企
業
の
自
由
」
が
考
慮
事
項
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
と
い
う
判
示
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
す
か
は
、
現
段
階

で
は
明
ら
か
で
な
い
。
労
働
側
が
歓
迎
す
る
よ
う
な
結
果
に
結
び
つ
く
か
は
、
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
だ
け
で
は
皆
目
判
断
で
き
な
い
。
グ
ロ
ー
バ

ル
経
済
の
進
展
が
著
し
い
中
で
、「
企
業
の
自
由
」
を
考
慮
事
項
に
「
格
下
げ
」
し
た
こ
と
の
影
響
は
大
き
く
、
こ
れ
が
「
原
則
」
と
し
て
定
着

す
る
か
も
流
動
的
で
あ
る（5
）。

（
1
）　

最
高
裁
判
決
に
つ
い
てJohn H

endy and Tonia N
ovitz, T

he H
olship C

ase, Industrial Law
 Journal, Vol. 47 , no. 2 , 2018 , 315 .

（
2
）　

Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
裁
判
所
と
国
際
法
に
関
し
て
、Sondre Torp H

elm
ersen, T

he E
FT

A
 C

ourt and International Law
, O

slo Law
 R

eview
, vol. 8 , 
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
お
け
る
「
結
社
の
自
由
」
と
争
議
行
為
・
素
描
（
山
田
） 

（

　
　
　）

一
八
六

六
六
四

no. 1 , 2021 , 30 .
（
3
）　H

ans Petter G
raver, E

U
: The D

em
ise of V

iking and Laval, D
efend D

em
ocracy Press, 29

/06
/2021  （http: /

/w
w

w
.defenddem

ocracy.

press /eu-the-dem
ise-of-viking-and-laval /

）二
〇
二
一
年
一
〇
月
一
一
日
最
終
ア
ク
セ
ス
。

　

A
.C

.L. D
avies, The Right to Strike Versus Freedom

 of E
stablishm

ent in E
C

 Law
: T

he B
attle C

om
m

ences, Industrial Law
 Journal, 

Vol. 35 , no. 1 , 2006 , 75 ; A
.C

.L. D
avies, O

ne Step Forw
ard, T

w
o Steps B

ack? T
he V

iking and Laval C
ases in the E

C
J, Industrial Law

 

Journal, Vol. 37 , no. 2 , 2008 , 126 .

（
4
）　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
労
働
組
合
連
合
（E

uropean T
rade U

nion C
onfederation E

T
U

C

）
の
二
〇
二
一
年
六
月
一
〇
日
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
、“E

C
tH

R
 

ruling on right to strike ” （https: /
/w

w
w

.etuc.org
/en

/pressrelease
/ecthr-ruling-right-strike

）（
二
〇
二
一
年
八
月
二
三
日
最
終
ア
ク
セ
ス
）

は
、「
今
日
の
判
決
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
狭
い
個
人
的
利
益
に
反
対
す
る
、
ス
ト
ラ
イ
キ
と
団
体
交
渉
に
つ
い
て
の
人
権
に
と
っ
て
有
益
な
、
よ
り
公
正

な
バ
ラ
ン
ス
の
第
一
歩
で
あ
る
」
と
い
うIsabelle Schom

ann

事
務
局
長
の
コ
メ
ン
ト
を
紹
介
し
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
輸
労
働
連
盟
（E

uropean 

T
ransport W

orkers ’Federation
）
は
、
広
報
文
書“T

he right to organise prevails over econom
ic freedom

-14  Jun 2021 ”

（https: /
/w

w
w

.

etf-europe.org
/the-right-to-organise-prevails-over-econom

ic-freedom
/

）で
、
同
連
盟
港
湾
部
長Terje Sam

uelsen

は
判
決
に
つ
き
、「
ノ
ル

ウ
ェ
ー
政
府
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
権
の
保
護
を
含
む
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
お
け
る
義
務
の
不
履
行
の
論
証
と
し
て
Ｅ
Ｅ
Ａ
法
を
利
用
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
労
働
組
合
の
権
利
は
Ｅ
Ｕ
法
の
経
済
的
自
由
に
服
従
す
る
こ
と
は
な
い
」
と
コ
メ
ン
ト
し
た
。
い
っ
ぽ
う
国
際
経
営
者
連
盟
（Interna-

tional O
rganisation of E

m
ployers

）
の
反
応
と
し
て
、Industrial R

elations and Labour Law
 N

E
W

SLE
T

T
E

R
 JU

N
E

, 2021 -A
n im

portant 

E
uropean C

ourt of H
um

an R
ights decision on freedom

 of assem
bly and association in N

orw
ay

（https: /
/ioew

ec.new
sletter.ioe-em

p.

org
/industrial-relations-and-labour-law

-m
ay-2021

/new
s-1

/article
/an-im

portant-european-court-of-hum
an-rights-decision-on-freedom

-

of-assem
bly-and-association-in-norw

ay

）（
二
〇
二
一
年
八
月
三
〇
日
最
終
ア
ク
セ
ス
）。

（
5
）　

経
済
的
自
由
と
労
働
基
本
権
の
問
題
も
含
め
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
米
津
孝
司
「
国
際
労
働
関
係
法
の
課
題
」
日
本
労
働
法
学
会
編
『
講
座　

労

働
法
の
再
生
6　

労
働
法
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』
日
本
評
論
社
（
二
〇
一
七
年
）
二
〇
五
頁
以
下
所
収
、
参
照
。
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一
八
五

六
六
三

五
．
結　
　
　
　
　

び

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
「
結
社
の
自
由
」
と
争
議
権
を
め
ぐ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
決
は
、
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
加
盟
国
が

ど
の
よ
う
な
国
際
法
規
の
管
轄
下
に
あ
る
か
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
。
本
稿
で
扱
っ
たH

olship

事
件
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
よ
う
に
Ｅ
Ｕ
に
は

加
盟
し
て
い
な
い
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
地
域
協
定
の
締
約
国
で
あ
り
、
実
質
的
に
Ｅ
Ｕ
法
の
影
響
を
受
け
る
国
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判

所
に
提
示
さ
れ
る
紛
争
の
「
常
連
」
で
あ
る
ト
ル
コ
、
ロ
シ
ア
、
旧
東
欧
諸
国
の
よ
う
に
Ｅ
Ｕ
法
の
影
響
が
強
く
は
な
い
国
と
の
差
で
あ
る
。
Ｅ

Ｕ
法
は
労
働
者
の
権
利
保
護
に
手
厚
い
と
言
え
る
が
、
一
方
で
は
「
経
済
」
的
統
合
の
理
念
は
強
固
で
あ
る
。
人
・
物
・
サ
ー
ビ
ス
の
自
由
移

動
や
「
企
業
の
自
由
」
は
揺
る
ぎ
な
い
も
の
で
、
国
籍
や
性
差
別
に
は
敏
感
で
あ
る
が
、
争
議
権
に
は
対
応
が
鈍
い
。

　

い
っ
ぽ
う
で
Ｅ
Ｕ
関
係
の
国
際
条
約
・
協
定
な
ど
が
な
い
諸
国
に
関
し
て
は
、
提
訴
さ
れ
る
事
件
そ
れ
自
体
が
明
白
な
労
働
権
侵
害
の
場
合

も
あ
り
、
直
接
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
適
用
問
題
に
落
と
し
込
み
や
す
い
。
こ
の
よ
う
な
差
異
が
み
て
と
れ
る
中
で
、H

olship

事
件

判
決
が
示
し
た
「
経
済
的
自
由
は
一
つ
の
考
慮
要
素
に
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
枠
組
み
が
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
か
は
注
意
を
要
す
る
。

　

い
ま
ひ
と
つ
検
討
を
要
す
る
点
と
し
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
が
労
働
争
議
の
概
念
に
つ
い
て
比
較
的
柔
軟
に
取
り
扱
う
点
で
あ
る
。

H
olship

事
件
で
は“boycott ”

ボ
イ
コ
ッ
ト
が
問
題
で
あ
っ
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は“boycott ”

と“blockade ”

を
ほ
ぼ
同
列
に

扱
っ
て
い
る
。

　

例
え
ば
、G
ustafsson v. Sw

eden

（15573
/89  25  A

pril 1996

）
は“blockade ”

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、H

olship

事
件
判
決
で
も
言

及
さ
れ
、“boycott ”

の
議
論
に
参
照
さ
れ
て
い
る
。

　

わ
が
国
で
「
ボ
イ
コ
ッ
ト
」
と
い
う
場
合
に
は
、
労
働
争
議
に
附
随
し
て
労
働
組
合
ま
た
は
労
働
者
に
よ
る
使
用
者
の
製
品
の
不
買
を
市
民
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
お
け
る
「
結
社
の
自
由
」
と
争
議
行
為
・
素
描
（
山
田
） 

（

　
　
　）

一
八
四

六
六
二

に
呼
び
か
け
る
行
為
を
指
す
の
が
一
般
的
で
あ
る（1
）。
か
つ
て
は
一
次
ボ
イ
コ
ッ
ト
と
二
次
ボ
イ
コ
ッ
ト
に
分
類
し
説
明
す
る
見
解
も
あ
っ
た
が（2
）、

こ
ん
に
ち
で
は
労
働
法
の
テ
ー
マ
と
し
て
ボ
イ
コ
ッ
ト
が
扱
わ
れ
る
こ
と
自
体
稀
で
あ
る
。“strike ”

と“boycott ”

が
峻
別
さ
れ
る
の
は
、
労

働
契
約
関
係
下
に
あ
る
労
働
者
が
労
働
を
提
供
し
な
い
現
象
と
、
契
約
関
係
に
は
な
い
者
に
労
働
を
拒
否
す
る
現
象
と
の
差
異
で
あ
ろ
う
が
、
こ

の
点
で
い
え
ば
、“blockade ”

は“strike ”

に
近
い
。
ま
た
サ
ー
ビ
ス
労
働
で
は
、
労
働
者
の
労
働
条
件
の
維
持
・
向
上
の
た
め
に
は“boycott ”

の
手
段
は
有
効
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
断
す
る
よ
う
に
典
型
的
な
争
議
行
為
の
性
質
が
な
い
か
ら
、
労
働
市
場
の
自
由
競
争
の
阻

害
行
為
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
の
は
疑
問
な
い
と
は
し
な
い
。

（
1
）　

ボ
イ
コ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
か
つ
て
津
曲
蔵
之
丞
は
ド
イ
ツ
の
ヒ
ュ
ッ
ク
＝
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
（H

ueck=N
ipperdey

）
な
ど
の
定
義
に
従
い
、「
特
定

の
争
議
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
契
約
の
締
結
を
拒
絶
し
、
も
し
く
は
か
か
る
拒
絶
を
勧
誘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
方
を
取
引
関
係
か
ら
計
画

的
に
遮
断
す
る
こ
と
」
と
定
義
し
た
（
津
曲
蔵
之
丞
「
ボ
イ
コ
ッ
ト
」
平
野
義
太
郎
・
戒
能
通
孝
・
川
島
武
宣
編
『
末
弘
博
士
還
暦
記
念
論
文
集　

團

結
権
の
研
究
』
日
本
評
論
社
（
一
九
五
〇
年
）
二
七
九
頁
以
下
所
収
）、
二
八
三
頁
）。

　

代
表
的
な
労
働
法
の
テ
キ
ス
ト
の
記
述
は
、「
ボ
イ
コ
ッ
ト
」
を
不
買
運
動
と
説
明
し
て
い
る
。
片
岡
晟
『
新
版　

労
働
法
（
1
）　

総
論
・
労
働
団

体
法
（
改
訂
2
版
）』
有
斐
閣
（
一
九
八
八
年
）
二
〇
八
、
二
三
八
頁
、
菅
野
和
夫
『
労
働
法
（
第
11
版
補
正
版
）』
弘
文
堂
（
二
〇
一
七
年
）
九
二
一

頁
、
荒
木
尚
志
『
労
働
法
（
三
版
）』
有
斐
閣
（
二
〇
一
六
年
）
六
四
五
頁
、
西
谷
敏
『
労
働
法
』
日
本
評
論
社
（
二
〇
〇
八
年
）
五
六
一
頁
、
川
口

美
貴
『
労
働
法
（
第
五
版
）』
信
山
社
（
二
〇
二
一
年
）
八
一
九
頁
、
な
ど
。
な
お
菅
野
・
前
掲
書
は
、
港
湾
労
働
者
の
荷
役
ボ
イ
コ
ッ
ト
に
関
す
る

東
京
商
船
事
件
判
決
（
東
京
地
判
平
一
〇
年
二
月
二
五
日
に
も
触
れ
て
い
る
。

（
2
）　

有
泉
亨
『
労
働
法
実
務
体
系
5　

労
働
組
合
の
争
議
戦
術
』
総
合
労
働
研
究
所
（
一
九
七
五
年
）、「
第
6
章　

ボ
イ
コ
ッ
ト
」
一
七
一
頁
以
下
、
な

ど
。




